
赤の部分が
対象経費となります

トイレの場合

①女性専用トイレの新設の場合

男女兼用トイレ

手洗い場

既存

男性トイレ

手洗い場

整備後

手洗い場

女性トイレ

新設

壁やドアの設置、便座等一
式などが対象となります。

整備後、女性専用であること
が分かるように入口等に明示。

②男女兼用トイレを分割する場合

男女兼用トイレ

手洗い場

既存

手洗い場

男性トイレ 女性トイレ

整備後 共用部分は

対象外とな
ります。※男性部分と女性部分は入口が分かれている

ことが必須となります。
（例）男性用小便器の後ろを通過しなければ女性用トイ
レへ行くことができない場合などは対象外となります

③女性専用トイレを改修して機能を追加した場合

手洗い場

女性トイレ

手洗い場

女性トイレ

既存 整備後

例：和式トイレから洋式トイレへの改修
洗浄機能付き便座への変更
洗面台、疑似流水音装置など。
※ただし、工事が伴う事業が含まれること

便座等一式、洗面台
などが対象となります。



更衣室の場合
赤の部分が
対象経費となります①更衣室の改修

共用更衣室 男性更衣室 女性更衣室

男性部分と仕切る壁、女性側に新たに設置するロッカー、エ
アコン、パーティション、扉などが補助対象経費となります。

整備後、女性専用更衣室であることが分かるように
入口等に明示。

②更衣室の新設

会議室 女性更衣室

ロッカー、エアコン、鍵付き扉の設置等が
補助対象経費となります。

整備後、女性専用更衣室であることが分か
るように入口等に明示。

※工事を伴う事業が含まれることが必要となります。

女性更衣室 女性更衣室

※ＮＧパターン 女性専用更衣室の新設、改修に
伴って新たにロッカーを購入す
るのであれば対象となるが、す
でに女性専用更衣室がある場合

の備品購入は対象外



赤の部分が
対象経費となります

休憩室の場合

①女性休憩室の新設

会議室 休憩室

※工事を伴う事業が含まれることが必要となります。

休憩室の新設に伴った簡易キッチン、洗面台、空調設備の
設置工事費用などが補助対象経費となります。

椅子、テーブル、照明
器具、エアコン等の備
品購入費も補助対象経
費となります。

整備後、女性専用の休
憩室であることが分か
るように入口等に明示。

※ＮＧパターン

②女性休憩室の改修

休憩室 休憩室

既存の休憩室がある場合の備品の購
入費や老朽化した部分の単純更新は

対象外

シャワールームの場合

①シャワー室の新増設、改修

※浴槽は不可となります
（ユニットバス含む）

脱衣所を有すること。

整備後、女性専用であることが
分かるように入口等に明示。
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